
【後期高齢者医療健診の一般的な流れ】
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申込みが不要となる
市町もあります

受診券が不要となる
市町もあります

日程、会場、自己
負担金は市町に
よって異なります

市町が結果通知を行う
市町もあります

委託契約

委託契約

周知の時期・方法
については市町に
よって異なります

希望される方は、
お住まいの市町に
お尋ねください


